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●訪問入浴センター周防苑通信
●心配ごと相談
●香典返し・一般寄付のお礼

●エコキャップ運動（和光保育園）
●地域包括支援センター通信
●サロンの活動紹介

●赤い羽根共同募金について
●市民後見人養成講座 開講
●夏のボランティア体験報告



　今年度も「じぶんのまちを良くするしくみ」のスローガンのもと、

全国一斉に赤い羽根共同募金の活動がスタートします。

●共同募金の仕組み（募金活動を行うことで）
　１．募金の７０％は、あなたの町を良くするために使われます。
　集まった募金の７０％は、募金をして頂いた地域で使われます。残りの３０％は、み

なさんの住んでいる市区町村を超えた地域で広域的な課題を解消するための活動

に使われています。

　２．大規模災害の支援に使われています。
　大規模な災害が起こった際のそなえとして、各都道府県の共同募金会では、募金

の一部を「災害準備金」として積み立てており、大規模災害が起こった際に、災害ボ

ランティア活動支援など、被災地を応援するために使われています。

　今年度も皆さまの暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

※今年度、商業施設等での街頭募金活動につきましては、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため、中止となりました。

赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります
赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります
赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります
赤い羽根共同募金が
10月１日から始まります

令和２年度

　８月３１日（月）、豊後高田

市で市民後見人養成講座が

開講され、１３名の方が受講

されました。

　この養成講座は、全８日間

（約４０時間）のカリキュラム

が予定されており、高齢や障

がい等により、判断力が低下

した方が安心して暮らせるよ

う、地域で暮らす同じ市民の目線から生活の支え手となる方々を増やしていくことを

目的としています。

くにさき半島地域成年後見支援センターくにさき半島地域成年後見支援センター

市民後見人養成講座 開講市民後見人養成講座 開講
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●初めてのボランティアで緊張したけど、園児が可愛くて３日間があっという間で
した。先生方にも優しく教えていただき、とても良い経験ができました。
●将来、保育士になりたいので、とても良い経験ができました。
●介護の現場は、思っていた以上に大変だったけど、とても有意義な時間でした。
卒業後の視野がひろがりました。

2020年 夏のボランティア体験報告2020年 夏のボランティア体験報告

参加者からの声

　今年の夏も市内の福祉施設や児童施
設等の協力を得て、学生を中心にボラ
ンティア活動を体験しました。

　今年の夏も市内の福祉施設や児童施
設等の協力を得て、学生を中心にボラ
ンティア活動を体験しました。

　７月２０日（月）、和光保育園からエコキャップの
贈呈がありました。
　園児や保護者、地域の方たちの協力で集まった
エコキャップ約126ｋｇをいただきました。
　ありがとうございました。

和光保育園和光保育園

　このエコキャップは、ポリオワクチンや栄養給食、文房
具等に代わり世界の子どもたちのために役立ちます。
　ご協力ありがとうございました。

エコキャップ運動エコキャップ運動
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地域包括支援センター通信地域包括支援センター通信

●豊後高田市地域包括支援センター　☎⑦２３－４３７０
●豊後高田市　社会福祉課　　　　　☎⑦２５－６１７８

　高齢者に対する虐待の増加に伴い、平成18年４月に「高齢者虐待
の防止、高齢者の養護者に対する法律（高齢者虐待防止法）」が施行
されました。認知症や寝たきりの方を介護している家族などが心身
ともに疲労し、追いつめられ自覚のないままに虐待をしてしまっていることも少なくありま
せん。高齢者虐待は、誰にでも起こりうる身近な問題です。

●誰かに相談しましょう
　ケアマネジャーや地域包括支援センター、介護を経験した人
などに介護の悩みや思いを相談しましょう

　●介護のサービスを活用しましょう
　デイサービスやショートステイ等の介護保険サービスやその
他の福祉サービスを活用し、介護の負担を軽減しましょう

　●介護者自身のリフレッシュをしましょう
　家族の会などへ参加し、介護をしている者同士で語りあったり、情報交換したり、一時
的に介護から離れてリフレッシュしましょう

•たたく、つねる、殴る、蹴る、やけどを負わせる
•ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に服用させる　など

　「これって虐待かな？」と思ったら、まずはご相談ください。
相談者の情報は守られます。

こんなことが高齢者虐待にあたります

虐待を予防するために‥‥

高齢者虐待に関する窓口

みんなで防ごう 高齢者虐待みんなで防ごう 高齢者虐待みんなで防ごう 高齢者虐待みんなで防ごう 高齢者虐待

身体的虐待

•排泄の失敗を笑ったり、人前で話すなど恥をかかせる
•怒鳴る、悪口を言う、子供のように扱う、無視する　など心理的虐待

•水分や食事を十分に与えない、脱水症状や栄養失調の状態になる
•必要な介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせない　など

介護・世話の
放棄・放棄

•日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない
•年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する　など経済的虐待

•排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する
•キス、性器への接触、セックスを強要する　など性的虐待
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森サロン（和の会）（河内 森地区）森サロン（和の会）（河内 森地区）
　８月のサロンでは、レスキューサポート九州の木ノ下理事長や県社協の職員にお越しいただ
き、災害発生時の初期対応や避難等についての講習会をしました。
　「森サロン（和の
会）」は、毎月第２火
曜日午後１時30分
から森区民館を拠
点として活動してい
ます。
　お気軽にご参加く
ださい。

サロンの活動紹介サロンの活動紹介

　「サロン」とは、地域の皆さんが集まり易い地域の老人憩いの家や公民館などに集まり、お
しゃべりをしたり、体を動かすなどの「ふれあい」を行うことによって、介護予防・閉じこもり防
止・孤立化防止などを目的としているものです。
　社会福祉協議会では、サロン活動を推進しています。自分たちの地域でも「サロン」を開催し
てみたい方は、下記までご連絡ください。

●豊後高田市役所 社会福祉課 生きがい福祉係　☎⑦２５－６１７８
●豊後高田市社会福祉協議会  地域福祉係　　　☎⑦２５－５１００

訪問入浴センター周防苑通信訪問入浴センター周防苑通信

　訪問入浴とは、寝たきりの方やお一人での入浴
が困難な方や、デイサービス等に通えない方の為
に、訪問入浴車に装備している浴槽を組み立て、
ご自宅を訪問し、入浴をして頂きます。
　ご家族の介護負担の軽減や利用者本人の気分
転換にもなります。
●対象者
　介護保険認定者（要支援・要介護の認定を受けている方）
　※訪問入浴介護サービスは、継続的な医療処置を受けている方でも利用することが出来ます。

看護師がバイタ
ルチェックを行
い、安全に入浴
出来るか判断を
します。

ご利用者の
ベッドの横で
浴槽を組み立
てます。

訪問入浴を利用してみませんか？訪問入浴を利用してみませんか？

お問い合わせ：訪問入浴センター周防苑　☎⑦５３－４６６６お問い合わせ：訪問入浴センター周防苑　☎⑦５３－４６６６
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●編集・発行／豊後高田市社会福祉協議会
　URL http://www.buntaka-syakyo.jp/
●本所・事業所
　〒872－1107 豊後高田市臼野4335番地3
　【本所】へのお問合せは、
　　TEL ⑦25－5100　FAX 53－5755
　【豊後高田市地域包括支援センター】へのお問合わせは、
　　TEL ⑦23－4370　FAX 53－6130
　【豊後高田市介護支援センター】へのお問合せは、　
　　TEL ⑦53－6111　FAX 53－6113
　【豊後高田市ヘルパーステーション】へのお問合せは、
　　TEL ⑦53－6114　FAX 53－6113
　【デイサービスセンター周防苑】
　【訪問入浴センター周防苑】へのお問合せは、
　　TEL ⑦53－4666　FAX 53－4710
　●香々地事務所・事業所
　〒872－1207 豊後高田市見目104番地
　【デイサービスセンターふれあい館】
　【高齢者生活支援ハウス】へのお問合せは、
　TEL ⑦54－3110　FAX 54－3192
　●高田事務所（豊後高田市役所 社会福祉課内）
　〒879－0692 豊後高田市是永町39番地3
　【事務所】へのお問合せは、
　TEL ⑦25－5511　FAX 25－5511
　●CATVに加入されている方は⑦をつけてお電話ください
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心配ごと相談心配ごと相談心配ごと相談

●真玉地区　第２水曜日
10月14日 11月11日

真玉庁舎 機能訓練室

●高田地区　第３火曜日
10月20日 11月17日

社会福祉課プラチナ支所内

●香々地地区　第４水曜日
10月28日 11月25日

香々地公民館 和室

　皆さんの生活上の悩みごと、生計・家庭・財
産・健康等の問題などの相談を受け付けていま
す。相談は、無料ですのでお気軽にご相談くださ
い。相談所には、２名の民生委員がいます。相談
内容等の秘密やプライバシーは、厳守されます。
※相談所の時間帯は、午前９時～正午までです。
※新型コロナウイルス感染防止のため、心配ご
と相談を中止させ
ていただく場合が
ございます。何卒、
ご了承ください。


